
電源開発株式会社

「せたな大里風力発電事業（仮称）環境影響評価準備書」

に対する勧告について

平成２６年１１月１４日

経 済 産 業 省

商務流通保安グループ

電 力 安 全 課

本日、電気事業法第４６条の１４第１項の規定に基づき、「せたな大里風
力発電事業（仮称）環境影響評価準備書」について、電源開発株式会社に対
し、環境の保全の観点から勧告を行った。

（参考）当該地点の概要

１．計画概要

・場 所 ： 北海道久遠郡せたな町

・原動力の種類 ： 風力

・出 力 ： ５０，０００ｋＷ（２，３００～３，３００ｋＷ×最大２２基）

２．これまでの環境影響評価に係る手続

環境影響評価準備書受理 平成２６年 ６月１７日

住民等意見の概要受理 平成２６年 ８月１２日

北 海 道 知 事 意 見 受 理 平成２６年１０月２７日

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２６年１０月２７日

問合せ先：電力安全課 磯部、長井、笠原

電話０３－３５０１－１７４２（直通）



別 紙

電源開発株式会社

「せたな大里風力発電事業（仮称）環境影響評価準備書」

に対する勧告内容

１．改変面積の削減について

風力発電機の敷地、取付道路等の造成又は設置により二次的落葉広葉樹林を

改変する箇所については、今後行う詳細設計において法面勾配や擁壁設置等を

検討し、可能な限り改変面積の削減を図ること。

２．騒音等について

風力発電機の近隣には住居や社会福祉施設が存在し、風力発電機の稼働に伴う

騒音等の影響が懸念されることから、低騒音型の機種の採用及び風力発電機の配

置の再検討等、適切な環境保全措置を講ずること。

３．水環境について

沈砂地等の設置による降雨時の濁水対策については、水環境に対する環境影響

を回避・低減する観点から、想定以上の大雨時の対策について検討し、必要に応

じて、適切な環境保全措置を講ずること。

４．動物への影響について

（１）調査の実施について

風力発電機の敷地、取付道路及び資機材ヤード敷地に係る改変区域で、

動物調査が実施されていない箇所については、準備書に記載した予測及び

評価の妥当性の確認を行うため、可能な範囲で調査を実施し、その結果に

応じて、必要な環境保全措置を講ずること。また、必要に応じて事後調査

を実施すること。

（２）バードストライクについて

① ３号機など断崖線に近い風力発電機については、現地調査が行われてい

ない冬季（１１～２月）の猛きん類調査を実施し、その結果に応じて、必

要な環境保全措置を講ずること。

② オジロワシの飛来期である１１～１２月に現地調査が実施されていない

ため、同時期に追加調査を実施し、その結果により予測及び評価を行った

上で、必要に応じて、環境保全措置を講ずること。

③ 風力発電機建設予定地の北部及び海岸部に近い地点における鳥類に係る



環境影響評価の予測には、不確実性が伴う。このため、オオタカの営巣可

能性の確認を行うこと。その上で改めて調査結果を科学的視点で整理し、

バードストライクに関する予測及び評価を行い、必要な環境保全措置を講

ずること。

④ バードストライクに関する事後調査において、重大な影響が認められた

場合には、環境保全措置として一定期間の稼働停止についても検討するこ

と。また、供用後においてバードストライク事故が発生した場合の対応措

置について、事故の確認・報告、連絡体制、原因の解明、防止措置、死骸・

傷病個体への対処等を定めて実施すること。

５．植物への影響について

風力発電機の敷地、取付道路及び資機材ヤードの敷地に係る改変区域で、植

物調査が実施されていない箇所については、工事実施前に重要な種の分布及び

生育状況の調査を実施すること。また、調査により重要な種の生育が確認され

た場合には、生育環境の保全を基本とした環境保全措置を講じ、生育環境の保

全が困難な場合には、これらの種の移植を行うこと。

移植の実施に当たっては、手法が確立されていない種の移植に関して専門家

等の助言を聴取した上で、移植方法や時期等について具体的な計画を定めて実

施するとともに、移植先での生育状況について事後調査としてモニタリングを

行い、当該植物が確実に定着するよう必要な措置を講ずること。

６．景観への影響について

立象山展望台から見た、茂津多岬から狩場山方向に続く山並みの景観（以下

「山並み景観」という。）への影響を回避、低減するため、以下の措置を講ずる

こと。

（１）配置の変更又は設置のとりやめ等

立象山展望台から山並み景観を見た場合、狩場山は主要な眺望対象の一

つとなっている。狩場山を中心に山並み景観を眺望する場合、２２基の風

力発電機全てが水平視野６０度の範囲内に含まれ、景観に影響を及ぼす可

能性のある位置にある。これら２２基のうち、１９号機、２０号機、２１

号機及び２２号機は、垂直見込角が大きいうえ、スカイラインを切断する

ため、山並み景観に及ぼす影響が著しい。このため、これらの４基につい

ては、配置の変更又は設置のとりやめ等によりできる限り山並み景観への

影響を回避及び低減すること。

（２）山並み景観への影響の回避及び低減

３号機、４号機、１５号機から１８号機までの６基は、スカイラインを



切断し、１号機、２号機、５号機から８号機、１０号機、１２号機から１

４号機までの１０基は、スケール比（視点からの眺望の背景となる山稜の

高さと風力発電機の高さの比）が大きいため、山並み景観に及ぼす影響が

大きい。このため、次の措置を講ずることにより山並み景観への影響を回

避及び低減すること。

① スカイラインを切断する風力発電機６基については、スカイラインの切

断を回避したうえ、できる限りスケール比を小さくすることができる機種

を選定するか、又は、風力発電機の基数削減を行うこと。これらが不可能

な場合は、シルエット比（風力発電機のスカイラインからの突出量と風力

発電機の高さの比）をできる限り小さくすることができる機種を選定する

とともに、その選定理由を評価書において明示すること。

② スケール比が大きい風力発電機１０基については、できる限りスケール

比を小さくすることができる機種を選定すること。

以上について、その旨を環境影響評価書に記載すること。


